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最高裁民三第191号

令和6年11月14日

一般社団法人全国銀行協会 御中

最高裁判所事務総局民事局第一課長

最高裁判所事務総局家庭局第二課長

（
裁判手続における文字の取扱いについて（通知）

令和6年7月に民事訴訟事件等を対象とするe事件管理システムであるRoootS

（ルーツ。以下単に「新システム」という。）が、一部の庁に先行導入されたこと

を契機として、全国の裁判所において、民事・家事分野の裁判手続における文字の

取扱いについて、別紙のとおりとすることとなりました。

強制執行や倒産、保全等の手続においては、裁判所から金融機関に対し、各決定

正本や通知等を送付しているところですが、別紙の取扱いによる場合、各手続の当

事者の氏名等の表記については、裁判事務システム又は裁判所職員のパソコンでそ

れぞれ標準的に入力することができる範囲の文字のみを使用することが原則となり

ます。特に、金融機関が第三債務者となる場合の差押（仮差押えを含む。）命令や

第三者となる情報提供命令においては、命令書に記載された債務者の氏名の字形や

字体と口座名義人の氏名の字形や字体が異なることが想定されますが、字種が同一

である限りは同一のものと扱っていただくようご留意ください。
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(別紙）

民事・家事分野の裁判手続における文字の取扱いについて

新システムでは、情報システムの整備に関する政府の方針（「デジタル社会

の実現に向けた重点計画」（令和4年6月7日閣議決定）及び平成31年3月

28日付け内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室「文字環境導入実践ガイ

ドブック」参照）等を踏まえ、使用可能な文字がJISXO213 (約1万文字）の

範囲に限定されています。

この新システムの導入を契機として、また、常用漢字表における字種・字形

についての考え方 （平成28年2月29日付け文化審議会国語分科会「常用

漢字表の字体・字形に関する指針（報告）」参照）を踏まえ、事務を合理化す

る趣旨から、最高裁判所では、民事・家事分野の裁判事務処理に当たっては、

字種が同じ文字は、字形や字体の違いにかかわらず、区別せずに同一のものと

取り扱うことを原則とするとともに、裁判文書の作成に当たって、裁判事務シ

ステム又は裁判所職員のパソコンでそれぞれ標準的に入力することができる範

囲の文字のみを使用することを原則とすることとされました。また、この趣旨

は、最高裁判所に限らず裁判事務一般においても妥当するものと考えられるこ

とから、全国の裁判所に対してこの取扱いが周知されました。

この取扱いによる場合、当事者の氏名等について、裁判関係書類に記載され

た事項と登記や供託書、戸籍等に記載又は記録されている事項とで使用されて

いる字形や字体が異なる場合が生じますが、字種が異なるものではない限り

（字種、字形及び字体の違いの関係については、別添「常用漢字表の字体・字

形に関する指針・図6 (1)j参照）、その事項の同一性に疑義が生じること

がないことは、法務省との間で確認されていますので、戸籍や登記、供託手続

等における支障は生じません。また、具体的な事件における更正決定の要否の
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判断においても、この取扱いが参照されるものと想定されます。
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(別涌

図6 字体・字形・書体等の関係

〆=一一=こて－－ｱｰｰｰｰｰｰｰｰｰ、L ,/
多一~ー~~一~~ー~－ ‐一一奇 グー一一一－一一一一一一一ﾐ

亭
他
の
様
々
な
字
種
・
字
体
〕

｢F
lI
lI

li

lI

ド

ト

ト

I
I

I

I

I

I
l

卜
F

B
W

U
D

I

《’

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
１
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
Ｉ

Ⅱ

含
一

合
一
学
学
学

学
一

倉
宇
宇
宇
宇
愚

通
用
字
体

様
々
な
字
形
と
し
て
具
現
化
し
た
も
の

旧
字
体
（
い
わ
ゆ
る
康
煕
字
典
体
）

様
々
な
字
形
と
し
て
具
現
化
し
た
も
の

Ｌ且■■■■■■■■■
］匡一』一一】』－０ｐ■

１０｝一二一二二一二二二二一Ｆ‐ＩⅡ

通
用
字
体

様
々
な
字
形
と
し
て
具
現
化
し
た
も
の

戸１１‐ｌ０ｏ１‐‐‐‐１１＃‐Ｉ‐‐，‐，

暉口‐手企画〃帥ｖ到副典１四一
Ⅱ１７

凸
■
■
■
■
■
■
■
●
由
■
■
■
■
口
占
■
甲
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
”
６
９
凸
■
●
■
－
９
■
■
▽
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
ｑ
“
Ｕ
■
５
．
８
８
．
４
１
ｑ
ｄ
ｐ
ｄ
ｑ

ｌ
ｌ

ｌ
Ｏ
１
１
１
１
１
１
０
１
１
１
１
的

様
々
な
字
形
と
し
て
具
現
化
し
た
も
の

ｌＩ凸ＤＵＩ口日日ｇｅ０■８１－■一一一一口ＦＩｌｌ
Ｉ
」
一
■
■
■
■
■
■
戸
ｌ
Ｉ
Ｉ

ｌ
ｌ
Ｌ
■
■
■
■
■
■
▽
ｄ
日
日
Ｏ
１
ｌ
９
８
Ｂ
凸
■
Ｂ
■
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
■

『字
字
字

字

､措書体
(手書き）

I

1
I
I

i
1
l
l

l

I
l
l
l

l
9

I
I

I
I

I
i

l
I

I
I
I

1

1

k

I

明朝体

、
０
Ⅱ
』
岡
Ⅱ
ｌ
■
Ｆ
Ⅱ
山
国
．
１
日
■
亜
】
【
可
』
ｄ
■
８
日
■
■

ゴシック体

Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１

１
１
ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

學
一

教科書体

I

〔他の様々な
書体〕

ー

I等ゞ
l[他の無数の字形1

８
１
１鋤撫一他
一

口００・咋叫や、
■■■■■■ｇ〃ひウ〃

．
、
Ｉ
Ｊ
Ｊ

形
〆
宇
一

燃一他
延他の無数の字形〕

－．_=一一一＝竺多 ､ー遥.-----..__ｰ一一一づ

〆0..ー'■ロー‘ー･■p'■ﾛ－1

戸同じ字種L_L－－－－I同じ字体
※ 原則として､字種が違っていれば字体及び字形も異なり.字体が違っていれば字形も異なる。

｢常用漢字表の字体・字形に関するｷ註＋（幸皓)」（文化審議会国語分斜会）より
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